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を
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療
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則
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２
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式
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る
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設
設
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〕
設
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住
第
す
立
立
立

立

び
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初

初

所
２
書
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第

書
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の
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又
条
面
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役
し
各
約
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申

載

誓
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書
款
員
た
役
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役
員
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名
名
員
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ち

は
法
簿
簿
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並
の
う

第

別
式
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第
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法
び

考

例
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２

記
備
備
１

条
条
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１
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第
第

条

第
考 次

３

条
条

表

号
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記
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８

１
２
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式
の
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第
第

条
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う
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項
項
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よ
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第
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、
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備
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項
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印
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法
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項
第
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号
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書
法
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５
す
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条
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号
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事

収

第
第
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第
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又
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に
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氏
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名
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又
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、
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る
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式
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進
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５
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代
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式
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条
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名
号
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事
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第
第
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の
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予

条
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号
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書
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第
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第
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２
及

第
あ

認

６
７

８
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第
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２
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２
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２
３
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５
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簿
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簿
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を
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を
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２
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２
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３
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又
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２
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、
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に
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、
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４
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８
９
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２
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５
６

更
係
係

活
る

名

前
前
前
前
前
前
氏の

１

業
業
業
）

事
事
事
事
事
事

年
年
年
年
年
年
及

業
業
業

の
の
住

度
度
度
度
度
度
び

財
貸
収
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利
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提
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、
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に
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第
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、
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に
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９
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非
項

則
営
に

則

号
。

年

様

は
利
規

３

式

、
活
定

月

中

平
動
す

名

よ
２

氏

の

の

次

成
促
る

の
併

加
の
定
１
合

に
こ

う
」
る
出

登
の

印

え
届
款

の
定
簿
の

に

。
書
特
記
時

第記別

改

を

部

部
併

様

法
示
合
合
〕
合
〕
号

２
書
趣
当

当

式

第
す
併
併

第

書
の

の

条
面
旨
初

初

中

役
し
各
約
各
社
び

載

誓

及 所

款
員
た
役
し
役
員
住

定
名
名
員
、
員
の ち
は

法
簿
簿
が
並
の
う
又

２
３

第

を
法
び
住

書
併

る
記
請
合

す
上
申

立 記
び
は
議

を
及
に
の

」
３

入
４
、
決

日

進
特

別記

年
法
定

金

第

５
施
非

曜

月
行
営

日

号

１
条
利

）

一
法

式

か
の
動

様

日
例
活

行
を
に

を

施
部
人

」

ら
す
て

記

る
正
い

別

す
改
つ

営
本
産

め

提
非
謄
財

第

。

活
写
録

同

に
利
の
目

、

出

式

せ
動
し

様

併

中

て
促

条

、
進
条
例

考

覧
施
第
８

備

閲
法
例
第

の

と
条
条
第

）

用
行
８
条

第
１
項

」

事

し
例
第
１

印 を

項

て

２
法

事

事

別

第
年

年

第

項
第
法
業

業

記

第

度

度

２
条
第
び

び

様

号
第
条
及

及

号

事

」

び
項
１
翌

翌

式

及
１

第
４
第
業

業

を

法
第
項
事

号
５
年

年

）
の

の

記

条
）
号
度

度

別

１

事

収

第

第
居

役
い
第
に
所
就
又
人
所

条
員
う

上
記

第
の
。
条
任
は
以
を

承
所
の
載

１
氏
）
各
を
居

項
名

号

の
た

第
及
法
に
諾
を
者
し

る
す
氏
書

１
び
第
該
す
証

当

号
住

面
書

）
所
条
し
書
る
名
面

又
第
な

人
第

３
は
１
い
の
面
法
法

部
居
項
こ
謄

〕
所
第
と
本
法
に

掲
た

る
は
に
し

す
に
次
を

。
務
る
員

と
事
げ
社

こ
、

議

所
を
の

の
類
会

所
書
総

る
の

の
す
録

地
付
事

在
添

る
の

名
こ
謄

町

式

に

様

例
項

号

条
同

平
規 す

第

成
定

２ 係

海
間

関

北
期

条

年
る

北

こ

に

例
る

」

条
係

）

道
に

を

次
８
項
の

改

第

代
電

に
条
の
表

１
の
第

話
表

備

掲
第
表
の

番
の

）

る
項
第
１

者

考

げ 類
表
号
）

氏

１

書
の
１
号

事

を
の
）

名
号

の 項

提
第

２

し

す
号
部
〕

と

出
１
２
部

同

こ

、

る
）
〕

事

と
２

項

３
業

支

３

〕
画

算

様

第

部
計

予

号

に号

書

書

式 条

当

第

第

２

該

法

法

第

す

１

）

こ

第

第

係

る

条

条

関

確

第

第

に

を

項

項

」

と

１

並
２
及

第
あ
条

認

７

８

、

っ
第

び
号
び
法
第
は
項

に
イ
法
第
条
て
１

各
）
第
条
１
、
第

役

第
の
号

員
３
条
第
項
そ
３

〕
規
項
２
名
）

に
部
の
１

に
２
ハ
及

い

定
第
号
称

つ 報

反
ロ

代

の

違
号
）
び

て

及
と
本

の

な

者

酬

し
）

表

び
。

地

第

番

法

ま る

）

す

項

載

４

記

第

で

条

。とこ

海

）
則

、

号
規

め

４
の

平

附
に

道

海北

理

道

容
平

公

理
規

容

師
成

則

法

師
第

法

施
年
行
３

施
号

に次の

〕

項

。
部

細
月

第

に

こ

７

と
第
及
第

お

の

条

規

１
畜

び
７
一

附

条
場

と
条
般

い

は

中
法

畜
を
と
令
て

則
則

施

場
次
ち
第
食
条

平

と
行

法
の
く
１
肉

、

し

号

号

細

施
よ
場

こ

表

た

）

）

代

と

３

３

者
海北

こ

と

道

と

の

畜
平

規

規

場
成

附

畜
則

則

法

場
第

は

施
年

則

法

、

行
３

施
号

名

無

こ

氏

有

い

の

平

細
月

記

を

）

を

と
北

第

第
２

旅
第

海

８
条

館
２

道

条

平

か

旅
業
条

規

第

成

ら

館
法
か

則

２
第

業
施
ら

第

項

年

７

法
行
第

３

第
条

施
細
７

号

改
て

業

る
い

館

よ
つ

旅
月
細

の
同

行

後
、

施

正
は

法

特
様

報

行

則

部

を

一

部

の

一

則

の
日

細 る

規

す

る

正

す

改

正

を

改

い

こ

則

を

規

則

う
則

行
う
の
第
食

成

。
条
に
構
１
用 供

４

）
昭

例
改
造
号
に

年

及
和

め
設
に

平
る
備
規
す

月

び

内

日

」
年

成
。
の
定
る

１

基
す

を
北海

年

準
る
臓

か

事
含

施

と
道

北

）
知
を

ら す

う
則

道

が
む

行

い
規

海 例

に
）

る

。
第

条

特
。

行

）

成

則の
日

細 部

月

を

一

４

部

の

年

一

則

る

正

か

す

改

日

正

を

１

改

す

を

規

行

則

る

施

規

す

ら

５

る

こ

則

ま

行
則
条

号
で

日

細

ま

の
和
を
削

則
昭
で

中

次
除
玄

一

う

場

を
北
よ

帳

部
年
の

関

す
規
改

」

正
道
に

等

改
海

規
第
る

る
則
め

を

。

玄

則

営

一

非
中

の

定
式

則 正

動
業

改

活
事

を

利
前

部

と

規

法
」

る

進
度

す

促
年

例
の

こ

条
る

を

行
あ

則

施

道海

。

北

るす布公にこ

事知

外号

堀

第

第

必
の

。

号

が
引

」
）

１

要
取

、
号

」

る
行

改
一

）

あ
が

に
の

加

認
れ

、
を

を

と
わ

め
部

え

め
る

次

。

場
べ

令
よ

る

た
す

省
の

い
改

は
の

と
に

合
て

」
う

公に

。

こ

一
合

う
正

、
場

堀事知道海

。

北

るす布

関 他

部

の

一

そ

の

場

）

帳

号 よ

道

に

の

海

れ

次

北

こ

を

堀

設

改

る

に

事

す

う

知

類

規

公

行
、

に

施
は

こ

備

正

。

記
」

る

別
年

す

則
前

布

の式様
。
号
る

５
す

第
と

の２

号

也達

」
。

と
す

）
る

般
と

。
す

達

に

内場

次

く
。

の

ち
る

るめ

達

改

。

に

る

」

す

也

に用適の定規

。

也



北

美
第
第

海

容
７
８

美

道

美
師
条
条

容
平

規

容
法
を
中

師
成

則

法

師
施
削

第

施
年

法
行
る
又

行
３

施
細
。
は

号

行
則

美

細
月
則

こ

の
日

細

容

の規
附

則は
則

、平成

第

中式様号６第記別

摘

師
条
条

容
７
８

理
第

平

法
を
中

成

施
削
行
る
又

年

細
。
は

３

則

理

月

容

所

部

の
和

場

一

則
昭

の

を

一
海

削

正

を
北

を

改

部
年

」

規

す
規

、

る

正
道

り

す

改

を

を

規
第

条

則

る
則

同

こ

則

第

）

に

７

号

こ

年４月１日から施行する。

要

生年月日

実 地
実
開
地
始

習

年月
習
練
練
日

昭

の

日

和

場所

金

年

」

曜

北

を

日

海

削

）

を

第

条

則

同

規

、

道

り 第

す

一

布

と

の

公

条

）

７

号

海

次

。

北

。

を

る

る

部

す

正

堀

改に

事

う

知

よ

道

の るす

」

。るめ改に

」

生
実
終
地
了年月
習 練
日

摘 要

。

を

る

部

す

一

と

の

条

を

にうよの次

北

也達

。

るす正改

第

改

北

北
正
第

の

２

海

す
２

昭
に

道

海

条

北

る
条

限

規

道

和
の

海

。
の

る

則

家

２

道

次

。

第

家

に

）

畜

年
条

保

法

畜

次

の

号

規

道
成

の

海
平

こ

北

附

則

家

は

畜
年

則

平

健
月

、

保
３

摘

。

式様号６第記別

公道海

令

第

衛

第

保

の

命

例

健

律

健

１
４

生
衛

条

を け
）
の

条
生

を

受
号
条

所

の

施
条

え

た
第
２

例
所

加

施

。

の
条
規

行
例

る

も
５

規

限
１
で

則
行

に
第
則

規

項
定

規
る

和
の

。
の
め

昭
則

る

一

）

家

成

衛生
日

日

行

１

施

月

例

４

条

年

所

す

部

行

一

施

の

ら

則

か

規

る

を

中

開始年月

報

習
習
地

地
実

実

日月年生

定 よ
の

北
を

す
に
畜

年
部

と
検
体

道
正

。
る
死

海
改

る

規

、

則
る

査
は

規
す 則

牛
牛

第

伝
の

の

海

）

性
体

号

達
死

す正

。

改

部

状
畜

一

綿
家

こ

道

こ

海

を

北

」

則規る るす

堀

布公

事

に

知

要

日

。るめ改に

終了年月日
摘練習地

生
実

練
練

外号

要

第

予

の

に
病

次

症
染

を

脳
伝

達

。

に

法
も

う

る
防

よ

係

を

」

也

号



記別

別
別
第

記
記
６

平

第
様
号

成

２
式
様

号
に
式

年

様
次

３

式
の

月

か
３
第

利

利

家

家

１

２

３

ら
様
３

死

健

目

期

の

保

用

用

畜

畜 所

の

生

体

衛

的

日

様号１第記別

家

式

畜

の

保

２

２

３

健

第

提

長

な
第
別

３

出
前
に
所
ら
５
記

条

し
項
提
長
な
条
第

の

な
の
出
は
い
を
１

２

前

る
様

け
焼
し
、
。
削
号

ば
に
け
項

。
式

家
れ
却
な

い
ば
規

の
な
つ
れ
の

中

畜

出
第

２

死
ら

の
の

例
な
条
畜

条
し
３
家

条
ば
に
体

４
れ
次
死

第
け

１
却

２
ら
の
焼

の
な
次
の

の
な

日

記
を
の

別
式
条

家

金

第
加
２

曜

畜

５
え
関

日

号
る
係

）

体

ので

死

ま式

の

様
。
）

畜

者

家

有

の

所

中定

焼

規

保

識

の

体

体

個

死

び

の

及

設

請

施

申

管

号

保

番

冷

別

衛

を

者

２

冷

の

長

条

保

所

２

生

第

利設施

）

管

係関

保

様

証
ら
に

成

体
な
て
な
定

平

り

を

焼
。
明
な
よ

」

の
い

請

り

を

の
。
申

削

却

書
い

し

を

あ

同

頼

付

が

、

依

交

と

の

う

け

た

式

よ

受

っ

様

る

と

は

に

す

う

き

次

と

よ

加
請

可
。
を
申

許
い
条
の

うよ

。

け

る
）

受

え
等

を

却

、は者るすと

。る

書

削を

請

」成

申

平

北

し

名

用

氏

利 で

に
及

の

人
称

い

法
名

た

者

し

て
表

請

っ
代

申

あ
び

住

用

。

氏
そ

す

の
、

ま

は

申

所
あ
の

書

に
所

人
務

請

法
事

月

主、は
地

年

て
在
っ
所

１

は

る

別

の

者

す

、

次

た

、

８

式

別

は

第

様

、

者

記

え

６

記

様

加

第

別

号

を

記

号

よ

。

様

７

に

る

号

第

式

請

の

付

申

式

交

の

様

り

式

式様号１第記別

書

申

し

を書請申の２の

道海

記別

２

３

第

公

８

申

申

号

請

請

様

し

し

式

の
名

た

た

〕

体

申

死

の

の

却

畜

焼

家

１

る〕

日

記別

２

７第

家

号

畜

様

の

家

式

を

れ

所

書

け

を

請

な

特

畜

の

畜

畜

家

家

１

に

所

ば

長

畜家

提に長所

体

死

死

の

報

特

条

の

の

３

畜

畜

第

家

家

種

は

関

の

又

２

体

徴

の

死 頭

別

び

識

及

体

）

類

個

係

日

の

月

却

年

焼

請

号

数

番

たけ受を付交の書明証

保

請

い

申

個

生

条

は

衛

３

又

健

第

徴 別

関

畜

識

長

２

体

家

所

の

却焼体

号

死

）

番

様

係

の

及

を

類

却

種

焼

の

の

体

証

でのいた

数

し

頭

頼

び

依

所生衛健保

請

し

申

請申

様長

号

第

第外

し

所

名

請

住

氏

申で

者

の

人
称

人
務

す

法
事

法
名

ま

所

あ
び

あ
の

に
及

に
所

。

者

は
地

て
表

て
在

っ
代

っ

請申付交書明

の
、

、

は

所

名

住

氏

。す

者

ま

年

書

に
所

人
称

人
務
法
事

法
名

っ
代

っ
所

あ
び

あ
の

に
及

、

、

は
者

は
地

て
表

て
在

年

の

号

号

る

の
名

た

氏
そ

主 〕
〕

る

の
名

た

氏
そ

主

日月

〕
〕

日月



北

る

海

北
規

道

北

海
則
平

規

海

道
の
成

則

建
一

道
第
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